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毎日、利用者さんの笑顔に助けられて 

特定非営利活動法人コイノニアに対して、皆さま方からの温かいご支援とご協力を賜

り心から厚く感謝申し上げます。今年の 6 月１日付で「所長」（施設長）という大役を任

され早くも半年となります。皆様から前所長（前施設長）同様の変わらぬご支援ご協力

を賜り感謝申し上げます。 

施設長として、この半年間で感じたことは、これまでの仕事にプラスして、施設の経営

や管理も行わなければなりません。利用者さんを支援していくためには利用者さんに寄り

添う福祉の専門性が必要であり、就労の支援では、作業の専門性や利用者さんの工賃

ＵＰに繋がる対応が必要となります。支援する側としては常にそのどちらにも対応し、利

用者さんにベストを尽くしていけるように、また皆さんを良い方向に導けるようにと毎日が

勉強です。大変な仕事ではありますが、同時にやりがいを感じます。毎日、利用者さんの

笑顔が励みとなっています。前所長の意志を引継ぎ、コイノニアの基本理念に沿って、こ

れからも職員・関係者一同対応していきます。 

【コイノニアの基本理念：わたしたちは一人ひとりが互いに尊重し合い「共に生きる」精

神を大切にし、愛を持った支援に努めます。また、障害を抱えていても健康で文化的な

生活ができるノーマライゼーション社会を目指します。】 

本年も残すところあと僅かとなりました。様々な出来事がありましたが、無事に一年を過ご

せますのも皆様の多大なご支援のお陰であり大変感謝しております。振り返ってみますと

今年は３月２日に「コイノニア創立 20 周年記念祝賀会」を東久留米市西部地域センターの

大ホールにて多数のご来賓をお迎えして執り行いました。また「創立２０周年記念行事」の一

環として、５月には宿泊体験旅行を１１月２３日には「食事会」を執り行いました。 

宿泊体験旅行においては、利用者さん全員に、各々の内容で表彰状と記念品の贈

呈が行われました。11 月 23 日の利用者さんの「食事会」においては、レストランにてバイ

キングを楽しみました。 

来年もいろいろな行事や取り組みを計画していきます。来年もご指

導ご鞭撻のほど、どうぞ宜しくお願い致します。新年には、また元気に

皆様とお会いできます事を楽しみにしております。  

どうぞよい年をお迎え下さいませ。     （施設長  佐藤  敏則） 
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２０２１年度報酬改定に向けて厚労省作業に入る 

  前回は、就労支援事業の報酬を引き下げ、今回は生活支援分野引き下げか  

 厚生労働省は、介護、障害者関係の報酬を３年に１回見直しをしています。今回は

２０２１年４月からの改訂に向けての作業が間もなく始まります。全国の作業所等で組

織されている  きょうされん  から要警戒の連絡が入りました。  

 現在、社会保障審議会介護保険部会では介護保険制度の見直しが精力的に検

討され、年内にも方向性がまとめられる見通しです。そこでは、「被保険者・受給者範

囲の見直し」として「介護保険制度の普遍化を目指すべき」か「高齢者の介護保険を

維持すべきか」という論点が示されています。つまり、障害者サービスを統合するなど受

給者範囲を広げ、保険料徴収年齢を大幅に引き下げるという従来からの方向に向か

おうとしていることは明らかです。  

 また障害者分野の報酬については、２０１８年度の報酬改定において、就労継続支

援Ｂ型や放課後デイサービスの多くが報酬の大幅減収となり、多大な影響を受けまし

た。 

 今回２０２１年度改定に向けて２０１９年度中に報酬改定検討をチームによる検討を

始めることが予想されます。そして、２０１８年に実施した１０数種類の調査をもとに報酬

改定の検討を進め、２０２０年度中に国会で審議・成立する次年度政府予算に反映

することが予想されます。とりわけ２０２１年度の報酬改定では、食事提供体制加算・送

迎加算の廃止、グループホームでのホームヘルプ利用の廃止、生活介護の見直し・

抑制などが懸念されています。  

 こうした状況を踏まえ、コイノニアも全国の事業所とともに厚生労働省へ要望書をきょ

うされんを通じて送付しました。  

 その主な要求内容は以下の通りです。 

①  国家資格を持った職員を採用したいが、給与水準が低く採用できません、就労

継続支援事業所施設の家賃負担が重くのしかかています、基本報酬を大幅に

引き上げてください。  

②  利用者のランチに対する助成制度は大変助かっています、廃止しないでください。   

③  お金があれば、卓球などのできるスペースを確保したいと考えています、よろしくお願

いいたします。  

以上は、１０月第３回理事会への一般報告に加筆したもの  

です。 

                     （理事長  井口信治）  
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きょうされん第４３次国会請願署名・募金運動について 

 はじめに、 

今年も障害者の切実な要求を実現してくださいと国会へ５つの請願署名運動に取

り組みます。今年で第４３回目の取り組みとなります。取り組みの期間は、今年の１２月

から来年５月までです。また、募金活動も一緒に取り組まれます。 

昨年の第４２次請願はどう扱われたかですが、結論は、不当にも厚生労働委員会は

審議しませんでした。理由は、  

「障害のある人が 65 歳を超えても必要とする制度を自ら選んでいけるよう、介護保

険優先原則を廃止してください」の事項は法律の改正を必要とすることであり、変える

ことは考えていないので請願として受け付けられない、と自民党から意見が出され受理

されませんでした。国会では、慣例として全会派が同意しないと受理しないこととなって

いるとのこと。ひどい話です。  

 署名用紙をつけておきましたので、皆様方のご協力をお願いいたします。コイノニア

宛てにお送りいただけると幸いです。（別紙 1-2）  

 

〇第４３次国会請願事項及びその説明  

 

【請願項目１】  

 「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する

法律」は、国の謝罪を明記し、支給額を見直すなど、被害者の人権回復にふさわしい

法律としてください。  

 （説明）  

 優生保護法は、戦後 1948 年につくられた法律で、この法律の目的は障害のある子

どもを生まれなくすることでした。人間の権利と尊厳を著しく踏みにじるものでした。１９９

６年にこの法律は廃止されました。この法律の犠牲となった人たちの裁判闘争により、

２0１９年４月一時金支給法が成立しました。  

この法律で定められた一時金は一律３２０万円となっていますが、交通事故で不随

状態になった場合の賠償責任金額は概ね１千万円とは大きな格差があり、一時金

で済ませる問題ではありません。  

 

 

【請願項目２】  

 「障害年金を安心して生活できる水準に引き上げるとともにグループホームやヘルパ

ー制度など希望する暮らしを支える制度を拡充してください」  

 （説明）  

 現行の障害年金は、１級の場合、月額６５，００８円、２級の場合、月額８１，２６０円で、

普通の生活ができる状況ではありません。障害のない人と同じように暮らしていくために

は、グループホームやヘルパー派遣が保障されることが不可欠です。  
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【請願項目３】 

 「２０２１年度の報酬改定では、必要な職員を確保して充分な支援ができるよう、基本報酬を引き

上げてください」 

  （説明） 

 福祉の現場での人で不足は深刻です、職員が集まらない理由の一つに、給料が少ないという

問題があります。日本の労働者の平均的月収は３３６，７００円、福祉施設介護職員は月収で２３９，

７００円で約１０万円も低い状況にある。すべての職員の給料の底上げが不可欠ですから、基本

報酬の大幅引き上げが求められています。 

 

 

【請願項目４】  

 「障害のある人が６５歳を超えても必要とする支援を自ら選んで利用できるよう、介護

保険優先原則を廃止してください」  

  （説明）  

 障害者総合支援法第７条（介護保険優先原則）によって、６５歳になると、同じような

内容のサービスについては、障害福祉ではなく介護保険を優先して使わなければなり

ません。そして介護保険サービスを利用すると１割 （現行）の利用料を払わなければな

りません。また、サービスの内容も利用時間も不十分なものになりがちです。本人の希

望に沿って障害者の制度が利用できるよう介護保険優先原則は廃止してほしいという

ものです。  

 

【請願項目５】  

 「地域活動支援センターが安定して運営できるよ

う、国の責任で実態を調査し、制度を拡充してくださ

い」  

  （説明）  

 作業所（就労支援事業所）の運営費は国が決め

ていますが、地域活動支援センター（めるくまーる）

の運営費は区市町村が決めていますので、金額が

少なく運営が大変厳しくなています。安定した運営

ができるよう、国が責任を持って運営費を保障しても

らいたいというものです。  

          （文責  井口  信治）  

以  上  
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皆で楽しく食事会 

コイノニア創立 20 周年を迎えた今年は記念行事として、コイノニアを支える会も協

力していろいろな行事が行われて来ました。ただ、この一年コイノニアの生みの親ともい

うべき佐原眞元所長が体調を崩し職場にも顔を見せられない事が多くなり非常に残念

でした。そしてコイノニアの所長も新しく佐藤敏則さんへとバトンタッチが行われるなど変

化の中、職員の皆さんも良く力を合わせ、また利用者の皆も非常に寂しい思いをしな

がらもそれなりに頑張ってきた一年かと思います。  

この度、創業 20 周年記念行事の最後として外部での食事会が開催されました。利

用者の皆さんに喜んで貰える行事をと、記念事業企画委員で話し合って来た結果、

東久留米のイオンモールでの食事会になりました。支える会のメンバー数名で事前の

下見もするなどして内容を検討してきたもので、メンバーの皆さんに美味しいものを沢

山食べて貰おうと計画されたものです。  

11 月 23 日土曜日あいにくの冷たい雨の日となりましたが、場所もバスなどの便も良

い近い場所で集まり易かったのが幸いでした。参加者のメンバーさん 17 名、コイノニア

職員 11 名、支える会メンバー8 名の総勢 36 名は昼前の 11 時半に東久留米イオン

モールの正面玄関に集合し全員揃ったところで、正午からの食事となりました。  

食事の会場はイオンモール 1階

のビュッフェレストラン「ファーマー

ズガーデン」でのバイキング料理

で、「からだにおいしいものをちょっ

とずつたくさん」がお店のスローガ

ンになっていました。祭日という事

も有 り多 くのお客さまで賑わう館

内、そして我々の食事の場である

レストランの前にも順番待ちの多く

の人達がいたのですが、私達は

事前に予約してあったためスムーズに席につく事が出来ました。  

 全員席についたところで、所長から挨拶と食事に当たっての注意事項が一言あった

後すぐに食事に入りました。食事する会場の人数もレストラン側で制限されている為、

心配された混雑もなく、支える会のお母さん方や職員さんなどのお手伝いもあり、人気

のしゃぶしゃぶコーナーも渋滞することなく上手く回っていました。またお寿司も人気が

あり次から次へと新しいものが運びこまれ美味しく頂け、ベテラン利用者の一人は 40貫

も食べたと大満足の様子でした。おなか一杯になった後でも甘いものは別バラで豊富

なデザートコーナーも人気でした。  

バイキングでの食べ放題飲み放題は 70 分の制限時間で、最初は時間が短いので

はと心配されたのですが、皆さんからも大いに満足した声を頂戴し安心しました。  

食後は広いイオンモールの中で買物や見学など自由解散となりました。  

コイノニアを支える会会長  佐藤  勝  
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2019 年 11月 23日（土） 

「コイノニア 20周年記念 お食事会」の感想をいただきました。 
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コ イ ノ ニ ア 活 動 報 告  
 
４月１１日 ダスキン 害虫・害獣駆除 

１７日 清瀬特別支援学校販売 
１９日 大腸菌検査実施 
２４日 理事会 
２５日 誕生日会 
２９日 東京女子大販売 

５月 ９日 ダスキン 害虫・害獣駆除 
１９日～２０日 コイノニア一泊旅行 （茨城県 いこいの村涸沼へ宿泊） 
２２日 理事会 
２４日 大腸菌検査実施 
２９日 理事会（総会） 
３０日 誕生日会 

６月 ６日 ダスキン 害虫・害獣駆除 
２２日 大腸菌検査実施 
２６日 清瀬特別支援学校販売、理事会 
２７日 誕生会 
２９日 支える会 全体報告会 

７月 ４日 ダスキン 害虫・害獣駆除 
６日 お話を聴く会（聖マーガレット教会）、聖マーガレット教会販売 
１９日 大腸菌検査実施 
２５日 誕生会 
２７日 暑気払い（職員ほか） 

８月 １日 ダスキン 害虫・害獣駆除 
１０日～１５日 コイノニア夏休み 
２１日 理事会 
２３日 大腸菌検査実施 
２９日 誕生会 

９月 ５日 ダスキン 害虫・害獣駆除 
１１日 利用者の健康診断（多摩小平保健所） 
２０日 大腸菌検査実施 
２４日～２６日 久留米中より実習生３名受け入れ 
２６日 誕生会 

１０月 ２日 清瀬特別支援学校販売 
４日 支える会 
１０日 ダスキン 害虫・害獣駆除 
２３日 理事会 
２５日 大腸菌検査実施 
２６日 多摩あおば病院販売 
２９日～３１日 西中より実習生２名受け入れ 
３１日 誕生会 

１１月 ２日 東京女子大販売 
３日 清瀬聖母教会販売 
７日 ダスキン 害虫・害獣駆除 
１３日 清瀬特別支援学校販売、食品表示法の講習会 （ルネ小平 職員４名参加） 
２２日 大腸菌検査実施 

１１月２３日 コイノニア創立２０周年食事会（東久留米イオンモール） 
２８日 誕生会 

 

ナンバークロスに挑戦

解答は P8 

活動報告  
２０１9年４月１日から 
２０１９年１１月３０日まで（敬称略） 
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ご支援くださった方々のお名前を 
感謝をもって報告させて頂きます。 

 
２０１９年４月１日～２０１９年１１月末 
 

団体名（敬称略・順不同） 

清瀬聖母教会、日本聖公会東京教区、小金井聖公会食事会、  

小沢こころのクリニック、日本キリスト教団調布柴崎伝道所  合計 ¥ 65,000 
                 

個 人（敬称略・順不同） 

本行明美、永田淑子、竹渕  泉、加藤麻紀、嶺  澄子、垣本義子、吉川康子、  

竹﨑眞理子、川住広子、尾島江子、山田洋子、荒川武庸、吉田 正、増沢君江、

大内よし、小林正樹、鶴森信保、嶋田安江、沖田眞理子、小川直子、飯島憲治、 

三科秀海、小林阿津子、山本保子、中嶋恒子、林 千尋、皆川和枝、小林幸子 

                           合計 ¥ 136,212 

前号、ご支援くださった方々のお名前に誤りがございました。 

（誤）二科 秀海 ⇒ （正）三科 秀海 様  訂正しお詫び申し上げます。 

 
 
P4 と P7 のクイズの解答 

精神 転嫁 埋設 嘲笑 魔界 

背鰭 麒麟 腎臓 靴墨 鱗粉 

 
 

メルヘンでは、 

美味しいパンやお菓子の 

販売をしています。 

是非、のぞいて見てくださいね。 
 

コイノニアのホームページアドレス 

http://h-kurume.shop-info.com/koinonia 

E-mail : koinonia_npo@true.ocn.ne.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支える会、入会金・御寄付等は下記の郵便 

振替でお願い致します。 

振替番号  00140-3-581862 

加入者名 メルヘン・コイノニアを支える会 

           

発行元 〒157-0072 
東京都世田谷区祖師谷 3-1-17 
ヴェルドゥーラ祖師谷 102 号室 
特定非営利活動法人 
障害者団体定期刊行物協会 
ＴＥＬ：０３－６２７７－９６１１ 
ＦＡＸ：０３－６２７７－７５５５ 

           定価 50 円 

編 集 後 記 

「令和」とは、人々が清らかで美しく心

を寄せ合う中で、新しい文化や新しい時

代を切り開いていくという意味があるそ

うです。 

2019 年は新しい年号になりあっという

間に８カ月が過ぎていきました。その間

に台風や大雨による自然災害が各地に被

害をもたらし、今もなお生活再建の目途

が立たない方々が多くおられます。日本

各地に拡がる被災された方々の想いをこ

れからも忘れてはいけないと思っていま

す。少しでも早く再建が進みますよう、

心から願っております。 

皆様にとって 2020年が平和であり、

幸多き年でありますよう心より 

お祈り申し上げます。 

 

ナンバークロスの解き方 

◆マスには 1～9の数字がひとつずつ入ります。 

・ すべての縦列と横列（９列ずつ）には、1～9 ま

での数字がそれぞれひとつずつ入ります。 

・ 太線で囲まれた３×３のブロック（全部で９個）

には、１～９までの数字がそれぞれひとつず

つ入ります。 

◆１ヶ所数字が入るとタテ列、ヨコ列、３×３のブロッ

ク（アミマスの部分）には同じ数字は入りません。 

mailto:koinonia_npo@true.ocn.ne.jp

